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本報告は，大野油坂道路荒島第2トンネル消火設備新設工事において施工した水噴霧設備につ

いての施工事例及びその後の維持管理についての概要を報告するものである．この水噴霧設備

は近畿地整管内においては国道2号城山トンネルと国道158号荒島第2トンネルにしか設置されて

おらず，また，先述の２トンネルでは環境も大きく異なるため，今後の参考事例になり得ると

考え報告する．

キーワード 水噴霧設備，改築，維持管理

1.  はじめに

福井河川国道事務所では，国道１５８号中部縦貫自動

車道（総延長 ）の改築事業を推進しており，そ

の一区間として大野油坂道路（延長 ）の大野 ～

九頭竜 間（延長 ）が２０２２年度から２０２

３年度にかけて開通した．本報告の対象である荒島第２

トンネルは同区間に位置（図－１）し，延長 と

大野油坂道路を構成する１０本のトンネルの中で最長で

ある．表－１にトンネル諸元を示す．

本トンネルは「道路トンネル非常用施設設置基準」に

おいてトンネル等級が とされ，水噴霧設備の設置が原

則となっていることから，同設備を導入した．この水噴

霧設備は，近畿地方整備局管内では国道２号城山トンネ

ルに次ぐ２例目であるが，先行事例とは交通量や道路構

造等の条件が異なる．

そのため，本トンネルでの維持管理に関する考察は，

今後の重要な参考事例になり得ると考え，ここに報告す

るものである．

表－１ トンネル諸元

延長

全幅員

通行方式 対面通行（剛性中分）

車線数 車線

設計交通量 台 日

設計速度

トンネル防災等級

非常駐車帯 有り

図－１ 位置図
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2.  荒島第２トンネルにおける水噴霧設備概要

(1) 設備概要

水噴霧設備は，火災時に水噴霧ヘッドより微細な粒

子状の水を放水して，その冷却作用，水蒸気による窒息

作用等の相乗的効果を利用して火勢を抑制するとともに，

火災時に発生する熱でトンネル施設が損傷しないよう冷

却保護，ふく射熱をしゃ断して消火活動を容易にし，あ

わせて車両の延焼を防止するための設備である．水噴霧

設備は，自動弁装置，水噴霧ヘッド，水噴霧ポンプ，ポ

ンプ制御盤，貯水槽，配水管等から構成され，防災受信

盤によって制御される※1)．図－３に設備概要図を示す．

図－４ 設備概要図

本トンネルでは，１区画 として，合計１００区画

をトンネル内に設定しており，１区画あたり自動弁装置

は１台，水噴霧ヘッドは１０個取り付けられている．一

度に放水可能な区画は２区画，合計 である．

自動弁装置

火災感知装置の動作信号又は放水区画選択押ボタン操

作などの遠隔操作により，トンネル内水噴霧の放水区間

を自動で制御する弁装置である．

水噴霧ヘッドから放水することなく自動弁の開閉試験

が出来る試験用の弁と配管を有している．図－４に自動

弁装置構造を示す．

図－２ 水噴霧設備の操作画面

図－４ 自動弁装置構造

図－３ 設備概要図
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水噴霧ヘッド

トンネル内で発生した火災に対し微細な粒子状の水を

噴出するためのノズルである．トンネルの断面形状や車

線幅によって放水水量や放水形状が変化するため，適切

なヘッドを設置する必要がある．本トンネルにおいては

近投・遠投・超遠投を組合わせた３種組合せヘッド（図

－５）を採用し，監視員通路～監視員通路までの路面幅

に放水できるようにしている．また，平常時は粉塵等の

流入によるノズルの目詰まりを防止するため，防塵用キ

ャップが取り付けられている．このキャップは放水圧力

で外れるように設計されている．

図－５ 水噴霧ヘッド

図－６ 水噴霧放水パターン

凡例 赤線：超遠投放水範囲

青線：遠投放水範囲

緑線：近投放水範囲

3 .水噴霧設備の維持管理について

道路機械設備の維持管理は，道路法に「予防保全の

観点も踏まえた点検を含む維持・修繕の実施」が明記さ

れており，「道路管理施設等点検整備標準要領（案）」
※2)に基づき実施する．水噴霧設備に関する同要領の点

検項目を表－４に示す．

表－４ 水噴霧設備の点検項目及び頻度

項目 内容 月点検 年点検

水噴霧装置 配線

自動弁動作確認

放水ヘッド

配管，ストレーナ

凡例 ：目視

：増締

：動作確認

：測定

：清掃

：取替

火災が発生した場合に機能が正常に作動することを満足

するため，予防保全の観点からもこの基準に基づき点検

を実施することが望ましいことは明らかである．しかし，

この基準を荒島第２トンネルにそのまま適用するには，

費用面に加え，複数の課題が存在した．

(1) 点検に伴う課題

時間的制約

点検にて，自動弁及び放水ヘッドの動作確認のために

は実放水テストが不可欠であるが，１放水区画のトンネ

ル内空間に微細な水の粒子を均一に放射するため，交通

規制等を行わないと実施できない．また，放水に伴い，

粉塵等の流入を防止する水噴霧ヘッドの防塵用キャップ

が外れてしまうため，再度それを取り付ける作業も発生

する．これら一連の点検作業を１００区画全てで行おう

とすると相応の期間交通規制を行う必要がある．また，

先述したとおり，建築限界内に一様に放水されるため，

全面通行止めになってしまう．しかし，本トンネルにお

いて全面通行止めは年間の維持作業のために設定される

約１０日間の夜間通行止め期間（リフレッシュ工事）に

限られる．当然，この期間中は他の多様な点検・作業も

並行して行われるため，水噴霧設備の点検に割り当てら

れる時間は極めて限定的であった．特に実放水を伴う点

検は，当該区画で他作業を不可能にすることから，緻密

な工程調整が求められる．これらに加え，供用開始後初

近投

超遠投

遠投
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の点検であるため作業の所要時間が見通しにくい点も影

響した．

貯水量の問題

本トンネルでは消火設備及び水噴霧設備の水源をトン

ネル湧水としている．主水槽の容量は消火栓，給水栓及

び水噴霧器において所定の送水量を４０分送水可能な容

量（ ㎥） 取水槽の容量は揚水する２時間程度の量

（ ㎥）に設定されている．ノズル１個あたりの基本

放水量は ～ であり，ノズルは１放水区画あ

たり１０個設置されているため実放水テストの際に多量

の水量を消費する．このことから，連続して行うことが

できる実放水テストの回数には限りがあった．また，

交通解放時には規定の貯水量を満足する必要があるため，

再度貯水が完了する時間も考慮する必要があった．夜間

通行止め中の作業時間は８時間程度であり，上記から貯

水量という観点からも課題が存在した．

(2) 課題解決に向けた対応

先の課題を踏まえ，城山トンネルにおける点検手法・

頻度について調査を実施した．その結果，複数年に分け

て全区画の実噴霧点検を行っていることが判明した．

調査結果と本トンネルの制約条件を勘案し，荒島第２

トンネルにおける点検方針を以下の通り定めた．まず，

目視・触診・打音等の簡易点検は毎年全区画で実施する．

一方，実噴霧を伴う機能点検は，全１００区画を５年で

１周する計画とし，年間２０区画ずつ実施することとし

た．この年２０区画という設定は，所要時間が見通しに

くい初回点検において，限られた作業時間内で確実に完

了できる規模として暫定的に定めたものである．

実際に令和６年度の点検では実放水テストを２日，１

０区画ずつに分けて行った．実際の作業時間は放水開始

から放水終了後まで，１区画あたり１５分程度であった．

また，１０区画の点検が終了した後の主水槽の水位を計

測したところ，約 降下していた．主水槽の底面積

は ㎡であるから１０区画の放水に伴って減少した水

量は ㎥であると推定できる．トンネル湧水からの

取水量は ㎥ であるから，約１２分で放水以前

の水量に戻ると考えられる．

上記のとおり作業効率は想定を上回り，理論上はこの

実績に基づき，点検準備・片付けに１時間ずつかかると

すると実際の作業可能時間は６時間程度と見積もられ，

１日に点検可能な区画は２４区画と考えられる．この放

水に伴う放水量は ㎥であり，再度この水量が貯水さ

れるまでに掛かる時間は３０分程度であるから，交通解

放時までに規定の水量を満たすことについても問題ない

と考えられる．

この令和６年の点検実績を踏まえ令和７年度は点検区

画を３０区画程度に拡大する予定であり，将来的には全

区画の点検周期をさらに短縮していく計画である．

図－７ 実噴霧点検の様子

(3) 自動弁装置の分解整備について

自動弁装置の分解整備は１０年周期とされているが，

当然分解整備期間中には当該区画は使用不能になってし

まう．しかし，トンネル非常用施設の特性上，使用不能

な期間が存在することは許されない．また，分解整備を

行わずにいることも，予防保全の観点から望ましいこと

ではない．

このような状況下で非常用施設としての機能を損なわ

ず，適切な維持管理を行うための手法として予備品を用

意しておくことが考えられる．しかし，１００台全てに

予備品を用意して同時に分解整備するというのはコスト

面から考えると現実的ではない．

この課題の解決案として，１０台分の予備品を用意す

ることを検討中である．１年目は１～１０区画の自動弁

装置を予備品と入れ替えて，既設品を分解整備する．次

年度は１１～２０区画の自動弁装置を前年度分解整備し

た自動弁装置と入れ替る，というように点検と同様区画

を限定して分解整備することを計画中である．

5 .まとめ

本報告では，大野油坂道路の荒島第２トンネルに導入

された水噴霧設備の概要，供用開始後の維持管理におい

て，実放水を伴う点検作業が大きな課題となることを示

した．具体的には、全面通行止めが可能な時間は極めて

限定的であるという「時間的制約」，そして，水源であ

るトンネル湧水の貯水能力に起因する「貯水量の問題」

である．

これらの課題を克服するため，先行事例を参考に複数

年にわたって全区画の点検を完了させる計画を立案した．

そして，初年度の点検作業を通じて，実際の作業効率や

放水に伴う貯水量の変化に関するデータを収集・分析し

た．

初年度の点検実績を分析した結果，当初の想定を上回

る効率で作業を進められることが確認され，時間的制約

および貯水量に関する課題は，工夫次第で解決可能であ

るという見通しを得た．

この実績に基づき，次年度以降は点検計画をさらに最適

化し，より短い期間で全区画の機能点検を完了させるこ
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とを目指す。

近畿地方整備局管内において導入事例が少ない水噴霧

設備について，特有の制約条件下で効率的な維持管理手

法の確立に向けた具体的な道筋を示した本報告が，今後

の同種設備の維持管理計画を策定する上で、有益な参考

資料となれば幸いである．
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